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借
入
金
な
ど
の
債
務
を
多
数
負
っ

て
い
る
個
人
の
方
が
、
債
権
者
に
約

束
ど
お
り
支
払
う
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
場
合
に
、
債
務
を
整
理
し
、

生
活
を
立
て
直
す
た
め
の
方
法
の
一

つ
と
し
て
、
裁
判
所
の
手
続
を
利
用

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
具
体

的
な
手
続
と
し
て
は
、
破
産
、
個
人

再
生
、
特
定
調
停
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
各
手
続
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
の
特
徴
を
十
分
に

理
解
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
今
後

も
一
定
額
の
支
払
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
そ
う
か
ど
う
か
、
話
合
い
で
解

決
で
き
そ
う
か
ど
う
か
な
ど
の
事
情

に
よ
り
、
ど
の
手
続
が
最
も
適
し
て

い
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
破
産
、
個
人
再
生
、
特
定
調
停
の

各
手
続
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
裁
判

所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.

courts.go.jp/

）
中
の
「
債
務
を
整

理
す
る
た
め
の
裁
判
所
の
手
続
に
つ

い
て
」
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
事
業
継
続
の
見
通
し
が
付
か
な
い

中
小
企
業
の
方
や
、
過
去
に
廃
業
を

経
験
し
、
再
度
起
業
し
た
い
が
金
融

機
関
か
ら
の
融
資
が
受
け
ら
れ
ず
、

過
去
の
経
験
が
生
か
せ
な
い
方
。

　
こ
の
よ
う
な
方
々
の
再
チ
ャ
レ
ン

ジ
の
様
々
な
課
題
に
、
専
門
家
が
相

談
に
応
じ
、
再
起
業
を
応
援
し
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
（
鹿
児
島
県
商
工
会
連

合
会
に
設
置
）
で
は
、
中
小
企
業
診

断
士
、
税
理
士
な
ど
の
専
門
家
が
、

無
料
で
相
談
に
対
応
し
ま
す
。

　
ご
相
談
の
申
込
み
、
相
談
内
容
は
、

秘
密
厳
守
で
す
。

　
事
業
継
続
が
困
難
な
場
合
や
、
再

起
業
を
ご
検
討
の
方
、
た
め
ら
わ
ず
、

で
き
る
だ
け
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
鹿
児
島
県
商
工
会
連
合
会

　
℡
０
９
９－

２
２
６－

３
７
７
３

警
察
は
次
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

○
犯
罪
等
に
よ
る
被
害
の
未
然
防
止

に
関
す
る
相
談

○
県
民
の
安
全
と
平
穏
に
関
す
る
相

談
【
相
談
窓
口
】

●
警
察
総
合
相
談
窓
口

　
℡
♯
９
１
１
０

　
℡
０
９
９－

２
５
４－

９
１
１
０

●
志
布
志
警
察
署
警
察
安
全
相
談
係

　
℡
０
９
９－

４
７
２－

０
１
１
０

【
専
門
相
談
窓
口
】

○
悪
質
商
法
に
関
す
る
こ
と

　
℡
０
９
９－

２
５
８－

７
９
４
０

○
性
犯
罪
被
害
に
関
す
る
こ
と

　
℡
０
９
９－

２
０
６－

７
８
６
７

○
少
年
の
悩
み
事
や
い
じ
め
、
非
行

　
℡
０
９
９－

２
５
２－

７
８
６
７

○
暴
力
団
・
薬
物
に
関
す
る
こ
と

　
℡
０
９
９－

２
５
５－

０
１
１
０

○
県
警
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　police@
po.pref.kagoshim

a.jp

　
財
か
ご
し
ま
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
従
業
員
数
　
人
以
下
（
商
業
・

２０

サ
ー
ビ
ー
ス
業
は
５
人
以
下
）
の
小

規
模
企
業
者
を
対
象
と
し
て
、
設
備

導
入
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。

○
設
備
資
金
貸
付

・
貸
付
限
度
額
　
所
要
資
金
の
２
分

の
１
以
内
で
、
４
千
万
円
以
下

・
貸
付
利
率
　
無
利
子

・
返
済
期
間
　
７
年
以
内

・
保
証
人
等
　
２
人
（
借
入
申
込
七

百
万
円
以
上
は
要
不
動
産
担
保
）

・
申
込
期
間
　
平
成
　
年
４
月
１
日

１９

～
平
成
　
年
１
月
　
日
ま
で

２０

３１

※
な
お
、
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し

て
は
、
次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
財
か
ご
し
ま
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
貸
与
課

　
℡
０
９
９－

２
１
９－

１
２
７
１

　
鹿
児
島
県
警
で
は
、
８
月
中
を

「
行
方
不
明
」
の
方
や
「
無
縁
仏
」

に
な
ら
れ
た
方
々
の
身
元
を
探
す
月

間
と
し
て
、
警
察
本
部
や
県
下
警
察

署
に
相
談
所
を
設
け
ま
す
。

　
長
い
間
、
音
信
が
無
く
、
連
絡
が

取
れ
な
い
等
お
困
り
の
方
は
、
ど
う

ぞ
お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
相
談
に
お
い
で
の
際
は
、

行
方
不
明
者
の
写
真
、
当
時
の
服
装

等
の
資
料
が
あ
れ
ば
準
備
し
て
く
だ

さ
い
。

　
相
談
は
無
料
で
、
個
人
の
秘
密
は

固
く
守
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

警
察
本
部
鑑
識
課

　
℡
０
９
９－

２
０
６－

０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
　（
内
線
４
６
２
６
）

　
ま
た
は
、
最
寄
り
の
交
番
・
駐
在

所
・
警
察
署
へ
ど
う
ぞ
。

　
パ
ソ
コ
ン
初
心
者
を
対
象
と
し
た

講
座
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ル
バ
ム
、

簡
単
な
家
計
簿
や
案
内
文
書
な
ど
の

デ
ジ
タ
ル
作
品
を
作
り
、
パ
ソ
コ
ン

の
活
用
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
受
講

料
は
無
料
で
す
。

◆
対
象
者
（
定
員
）

　
県
内
に
在
住
す
る
一
般
成
人
で
、

パ
ソ
コ
ン
の
初
心
者
（
定
員
　
名
）

１５

◆
実
施
場
所

　
志
布
志
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｌ
教
室

◆
実
施
期
間

　
平
成
　
年
９
月
末
～
　
月
末

１９

１１

◆
申
し
込
み
方
法

　
往
復
は
が
き
に
、「
し
ぶ
し
情
報

講
座
受
講
希
望
」
と
記
入
し
、
氏
名
・

年
齢
・
性
別
・
住
所
・
電
話
番
号
を

明
記
し
、
申
し
込
み
先
ま
で
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

※
定
員
を
超
え
た
と
き
は
抽
選
と
し

ま
す
。
ま
た
、
電
話
で
の
申
し
込

み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
受
講
決
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
　１９

年
９
月
　
日
火
ま
で
に
、
お
知
ら

１８

せ
す
る
予
定
で
す
。

※
寄
せ
ら
れ
た
個
人
情
報
に
つ
い
て

は
、
県
民
大
学
の
事
務
処
理
以
外

に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

【
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

志
布
志
高
等
学
校
県
民
大
学
講
座
係

　
℡
０
９
９－

４
７
２－

０
２
０
０

情
報
告
知
板

債
務
を
整
理
す
る
た
め
の

裁
判
所
の
手
続
に
つ
い
て

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

生
涯
学
習
県
民
大
学

し
ぶ
し
情
報
講
座
の
ご
案
内

早
期
転
換
・
再
挑
戦
支
援

窓
口
の
ご
案
内

９
月
　
日
は

１１
　「
警
察
相
談
の
日
」
で
す

小
規
模
企
業
者
等
設
備

導
入
資
金
制
度
の
ご
案
内

行
方
不
明
者
を
探
す

相
談
所
の
開
設


